
◎
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
法
律
第
八
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会

）

○
柳
澤
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
労
働
契
約
法
案
、
労

働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。

少
子
高
齢
化
が
進
行
し
労
働
力
人
口
が
減
少
す
る
中
で
、
子
育
て
世
代

の
男
性
を
中
心
に
、
長
時
間
に
わ
た
り
労
働
す
る
労
働
者
の
割
合
が
高
い

水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
等
に
対
応
し
、
長
時
間
労
働
を
抑
制
し
、
仕

事
と
生
活
の
調
和
が
と
れ
た
社
会
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
、
こ
の
法
律
案

を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

第
一
に
、
時
間
外
労
働
に
関
す
る
見
直
し
と
し
て
、
特
に
長
い
時
間
外

労
働
を
抑
制
す
る
た
め
、
一
カ
月
に
つ
い
て
八
十
時
間
を
超
え
て
時
間
外

労
働
を
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た
時
間
の
労
働
に
つ
い
て
、
法
定

割
り
増
し
賃
金
率
を
五
割
に
引
き
上
げ
る
こ
と
等
と
し
、
さ
ら
に
、
労
使

協
定
に
よ
り
、
法
定
割
り
増
し
賃
金
率
の
引
き
上
げ
分
の
割
り
増
し
賃
金

の
支
払
い
に
か
え
て
、
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

な
お
、
中
小
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
法
定
割
り
増
し
賃
金
率
の
引
き
上

げ
を
猶
予
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
年
次
有
給
休
暇
の
見
直
し
と
し
て
、
年
次
有
給
休
暇
を
有
効

に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
労
使
協
定
に
よ
り
、
年
次
有
給
休
暇

に
つ
い
て
五
日
の
範
囲
内
で
時
間
を
単
位
と
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
し
て
お
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
が
、
労
働
契
約
法
案
、
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内

容
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇



二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
八
日
）

○
田
村
憲
久
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
労
働
基
準
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
長
時
間
労
働
を
抑
制
し
、
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
と
と

も
に
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
一
カ
月
八
十
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
、
法
定

割
り
増
し
賃
金
率
を
二
割
五
分
か
ら
五
割
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ

と
、第

二
に
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、
労
使
協
定
に
よ
り
、
五
日
分
は

時
間
単
位
で
取
得
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
第
百
六
十
六
回
国
会
に
提
出
さ
れ
、
継
続
審
査
と
な
っ
て
い

た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
日
、
提
案
理
由
の
説
明
の
聴
取
を
省
略
し
た

後
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
よ
り
、
法
定

割
り
増
し
賃
金
率
を
五
割
に
引
き
上
げ
る
規
定
に
つ
い
て
、
一
カ
月
六
十

時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
適
用
す
る
と
と
も
に
、
施
行
期
日
を
平
成

二
十
二
年
四
月
一
日
に
改
め
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取

し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
及
び
修
正
部
分
を

除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本
案
は
修
正
議

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
八
日
）

○
細
川
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
自
由
民
主
党
、
民
主

党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党
を
代
表
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

修
正
の
要
旨
は
、
第
一
に
、
使
用
者
が
一
カ
月
に
つ
い
て
六
十
時
間
を

超
え
て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た
時
間
の
労
働
に

つ
い
て
、
法
定
割
り
増
し
賃
金
率
を
五
割
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ

と
。第

二
に
、
原
案
に
お
い
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
な
っ
て
い
る
施
行
期
日
を
平
成

二
十
二
年
四
月
一
日
に
改
め
る
こ
と
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
一



三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
）

○
岩
本
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
長
時
間
に
わ
た
り
労
働
す
る
労
働
者
の
割
合
が
高
い
水

準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
等
に
対
応
し
、
労
働
以
外
の
生
活
の
た
め
の
時

間
を
確
保
し
な
が
ら
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
一
定
の
時

間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
割
増
し
賃
金
の
率
を
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
一
定
の
範
囲
で
時
間
を
単
位
と
し
て

取
得
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。な

お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
一
定
の
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
適

用
さ
れ
る
割
増
し
賃
金
の
率
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、
一
定
の
時
間
を
一
か

月
八
十
時
間
か
ら
六
十
時
間
に
改
め
る
等
の
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま

す
。委

員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
時
間
労
働
是
正
の
た
め
の
方
策
、
中
小

事
業
主
に
対
す
る
猶
予
措
置
の
在
り
方
、
年
次
有
給
休
暇
制
度
の
趣
旨
、

雇
用
対
策
の
強
化
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
小
池
晃
委
員
よ
り
反
対
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し
て
福

島
み
ず
ほ
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。討

論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
二


